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宮崎県告示第 156号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（

平成17年法律第 123号）第54条第２項の規定により、精神通院医療

を行う指定自立支援医療機関を次のとおり指定した。

平成29年３月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

指 定
年月日

担当する医療
の種類

所在地名 称

平成29年
３月１日

精神通院医療串間市吾社クリニック

宮崎県告示第 157号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。

平成29年３月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林予定森林の所在場所 日南市大字宮浦字立石64

68湿１、大字風田字立石水場4288、4290、4296湿１

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び南那珂農林振興局並びに日南市役所に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第 158号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。

平成29年３月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林予定森林の所在場所 串間市大字市木字子持田

5222湿２、字寺田5224、字牛ケ谷5299湿２、字根頃木5752湿２

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりと

する。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び南那珂農林振興局並びに串間市役所に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第 159号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成29年３月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林の所在場所 日南市南郷町潟上字高原9619湿１

、9619湿11から9619湿14まで

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林
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部自然環境課及び南那珂農林振興局並びに日南市役所に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第 160号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成29年３月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林の所在場所 東臼杵郡椎葉村大字松尾字岩屋戸

1323湿１

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字岩屋戸1323湿１（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び

に椎葉村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 161号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成29年３月６日から平成29年３月20日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成29年３月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

264．06．0～

40．5

旧西臼杵郡日

之影町大字

岩井川字尾

迫3260番４

地先から同

郡同町同大

字同字3262

番１地先ま

で

向山日

之影線

県道205

264．013．0～

44．0

新

宮崎県告示第 162号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成29年３月６日から平成29年３月20日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成29年３月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成29年３月６日西臼杵郡高

千穂町大字

岩戸字才原

123番８地

先から同郡

同町同大字

同字84番１

地先まで

緒方高

千穂線

県道7

宮崎県告示第 163号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成29年３月６日から平成29年３月20日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成29年３月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成29年３月６日延岡市北方

町槇峰字松

蒼ノ下未 4

85番６地先

から同市同

町槇峰同字

未 485番４

地先まで

上祝子

綱の瀬

線

県道214

宮崎県告示第 164号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定により、次のとおり

土砂災害警戒区域を指定する。

なお、土砂災害警戒区域の表示については、次の図のとおりとす

る。

平成29年３月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

土砂災害警戒区域
の 渓 流 番 号 又 は
箇 所 番 号

地 区 名市町村名

土 石 流11湿 442湿１湿 002中 尾 川日之影町

土 石 流11湿 442湿１湿 004東 川 口 川

土 石 流11湿 442湿１湿 005川 口 川
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土 石 流11湿 442湿２湿 010谷 下 川

土 石 流11湿 442湿２湿 011大 吐 川

土 石 流11湿 442湿２湿 022大 人 川

土 石 流11湿 442湿２湿 023
川口川（１

）

急傾斜地の崩壊英湿１湿1950湿新臼大人湿新臼

急傾斜地の崩壊英湿１湿1953矢 形 的

急傾斜地の崩壊英湿１湿1969神 影 上

急傾斜地の崩壊英湿１湿1971中 崎

急傾斜地の崩壊英湿１湿1972小 崎

急傾斜地の崩壊英湿１湿1985大 吐

急傾斜地の崩壊英湿１湿1986谷 下

急傾斜地の崩壊英湿１湿3764中崎湿１

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8300原 の 園

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8300湿新臼
原の園湿新

臼

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8302小崎湿１

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8302湿新臼
小崎湿１湿

新臼

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8302湿新渦
小崎湿１湿

新渦

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8303中尾湿１

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8303湿新臼
中尾湿１湿

新臼

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8304大吐湿１

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8346
矢形の的湿

２

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8347谷下湿１

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8348滝 水

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8349谷下湿２

土 石 流11湿 443湿２湿 057本 屋 敷 川五ヶ瀬町

急傾斜地の崩壊英湿１湿1995
本屋敷（３

）

急傾斜地の崩壊英湿１湿1996
本屋敷（４

）

急傾斜地の崩壊英湿１湿1997
本屋敷（１

）

急傾斜地の崩壊英湿１湿3801半 蔵 谷

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8452
本屋敷（５

）

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及

び西臼杵支庁土木課に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 165号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年法律第57号）第９条第１項の規定により、次のとおり

土砂災害特別警戒区域を指定する。

なお、土砂災害特別警戒区域の表示及び建築物の構造の規制に必

要な衝撃に関する事項については、次の図のとおりとする。

平成29年３月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

土砂災害特別警戒
区 域 の 渓 流 番 号
又 は 箇 所 番 号

地 区 名市町村名

土 石 流11湿 442湿１湿 002中 尾 川日之影町

土 石 流11湿 442湿１湿 004東 川 口 川

土 石 流11湿 442湿２湿 011大 吐 川

土 石 流11湿 442湿２湿 023
川口川（１

）

急傾斜地の崩壊英湿１湿1953矢 形 的

急傾斜地の崩壊英湿１湿1969神 影 上

急傾斜地の崩壊英湿１湿1971中 崎

急傾斜地の崩壊英湿１湿1972小 崎

急傾斜地の崩壊英湿１湿1985大 吐

急傾斜地の崩壊英湿１湿1986谷 下

急傾斜地の崩壊英湿１湿3764中崎湿１
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急傾斜地の崩壊衛湿１湿8300原 の 園

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8300湿新臼
原の園湿新

臼

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8302小崎湿１

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8302湿新臼
小崎湿１湿

新臼

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8302湿新渦
小崎湿１湿

新渦

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8303中尾湿１

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8303湿新臼
中尾湿１湿

新臼

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8304大吐湿１

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8346
矢形の的湿

２

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8347谷下湿１

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8348滝 水

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8349谷下湿２

土 石 流11湿 443湿２湿 057本 屋 敷 川五ヶ瀬町

急傾斜地の崩壊英湿１湿1995
本屋敷（３

）

急傾斜地の崩壊英湿１湿1996
本屋敷（４

）

急傾斜地の崩壊英湿１湿1997
本屋敷（１

）

急傾斜地の崩壊英湿１湿3801半 蔵 谷

急傾斜地の崩壊衛湿１湿8452
本屋敷（５

）

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及

び西臼杵支庁土木課に備え置いて縦覧に供する。）

海区漁業調整委員会指海区漁業調整委員会指示示

宮崎海区漁業調整委員会指示第 115号

漁業法（昭和24年法律第 267号）第67条第１項の規定により、次

のとおり指示する。

なお、この宮崎海区漁業調整委員会指示は、平成31年12月31日を

もって効力を失う。

平成29年３月６日

宮崎海区漁業調整委員会会長 村 田 壽

宮崎県児湯郡川南町及び高鍋町地先海面において、次のとおりま

き餌の使用を禁止する。

１ 禁止区域

児湯郡都農町・川南町界陸岸から 117度の線と、児湯郡高鍋町

・新富町界陸岸から 117度の線とによって囲まれた海域。ただし

、児湯郡高鍋町・新富町界陸岸から 117度の線と児湯郡高鍋町大

字北高鍋3485番地の日本電信電話株式会社の鉄塔と、高鍋町大字

上江字飯長寺の金比羅山頂を見通す線とによって囲まれた水深30

メートル以浅の海域は除く。

２ 禁止期間

平成29年３月６日から平成31年12月31日まで

宮崎海区漁業調整委員会指示第 116号

宮崎海区におけるさんごの採捕について、漁業法（昭和24年法律

第 267号）第67条第１項の規定により、次のとおり指示する。

平成29年３月６日

宮崎海区漁業調整委員会会長 村 田 壽

（採捕の制限）

１ 宮崎海区において、あかさんご、ももいろさんご及びしろさん

ごの生体及び死骸（以下「宝石さんご」という。）を採捕しては

ならない。ただし、宮崎海区漁業調整委員会の承認を受けた場合

は、この限りでない。

（承認の対象者）

２ 承認の対象となる者は、宝石さんごに係る試験研究を実施しよ

うとする者とする。

（承認証の交付）

３ 宮崎海区漁業調整委員会（以下「委員会」という。）は、採捕

の承認をしたときは、申請者に承認証を交付する。

（承認証の携帯義務）

４ 承認を受けた者は、宝石さんごを採捕するときには、３の承認

証を携帯しなければならない。

（承認の制限、条件の変更又は採捕の停止）

５ 委員会は、資源保護又は漁業調整上必要があると認めるときは

、承認を制限し、条件を変更し、又は採捕の停止を指示すること

ができる。

（承認の取消し）

６ 委員会は、承認を受けた者がこの指示の内容に違反したときは

、承認を取り消すことができる。

（譲渡又は販売の禁止）

７ 承認を受けた者は、採捕した宝石さんごを譲渡又は販売しては

ならない。

（意図しない混獲等による宝石さんごの所持又は販売の禁止）

８ 承認を受けないで採捕した宝石さんごの所持又は販売をしては

ならない。

（採捕報告書の提出）

９ 承認を受けた者は、採捕の結果について採捕期間終了後１月以

内に委員会に報告しなければならない。

（取扱要領）

10 この指示に定めるもののほか、採捕の承認等に関する取扱いに

ついては、委員会が別に定める。

（指示の有効期間）
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11 この指示の有効期間は、平成29年３月６日から平成31年12月31

日までとする。
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